
令 和 ６ 年
９月17日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

漁
業
災
害
補
償
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
農
林
水
産
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
萩
市
）
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
の
指
定
（
宇
部
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

小
畑
区
域

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
、
主
と
し
て
は
え
縄
を

使
用
し
て
営
む
漁
業

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
佐
々
並
字
金
山
四
八
一
六
の
三
、
一
二
五
三
三
、
字
越
垰
四
八
一
七
か
ら
四
八
一
九
、

四
八
二
二
、
四
八
二
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

萩
市
大
字
佐
々
並
字
金
山
四
八
一
六
の
三
・
一
二
五
三
三
・
字
越
垰
四
八
一
七
・
四
八
一
八

（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

萩
市
大
字
高
佐
下
字
大
葉
山
一
五
九
〇
の
二
、
一
五
九
三
か
ら
一
五
九
五
ま
で
、
一
五
九
七
、
一

五
九
七
の
一
か
ら
一
五
九
七
の
三
ま
で
、
一
五
九
八
、
一
五
九
九
、
一
〇
六
三
五
、
一
〇
六
三
七
の

一
、
一
〇
六
四
二
、
一
〇
六
四
六
の
一
、
一
〇
六
四
六
の
一
九
か
ら
一
〇
六
四
六
の
二
二
ま
で
、
一

一
三
四
九
、
一
一
六
三
八
、
字
平
畠
一
〇
六
四
一
の
一
か
ら
一
〇
六
四
一
の
三
ま
で
、
一
〇
六
四
一

の
五
、
大
字
須
佐
字
樫
ガ
ミ
ゾ
北
平
一
〇
〇
〇
一
の
八
、
一
〇
〇
〇
一
の
一
二
、
字
川
平
一
〇
〇
〇

九
の
一
、
字
カ
タ
ギ
ミ
ゾ
一
〇
〇
一
〇
、
一
〇
〇
一
一
、
字
樫
ガ
ミ
ゾ
西
平
一
〇
三
六
四
の
一
、
一

〇
三
六
四
の
三
、
字
樫
ガ
ミ
ゾ
一
〇
三
六
四
の
二

一
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二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

萩
市
大
字
高
佐
下
字
大
葉
山
一
五
九
七
・
一
〇
六
四
六
の
二
一
・
一
〇
六
四
六
の
二
二
・
一

一
三
四
九
・
一
一
六
三
八
・
大
字
須
佐
字
樫
ガ
ミ
ゾ
北
平
一
〇
〇
〇
一
の
八
・
一
〇
〇
〇
一
の

一
二
・
字
川
平
一
〇
〇
〇
九
の
一
（
以
上
八
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
萩
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
萩
市
農
林
水
産
部
林
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

宇
部
市
大
字
棚
井
字
鷹
巣
ケ
浴
一
三
の
一
、
字
高
尾
二
六
の
二
、
字
ス
ワ
ノ
坊
二
六
の
四
、
大
字

船
木
字
迫
山
二
〇
の
三
、
二
〇
の
五
、
字
一
両
畑
五
〇
の
一
、
字
石
原
垰
六
一
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
宇
部
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
宇
部

市
産
業
経
済
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

平
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

防

府

市

鈴

屋

山

ノ

下

一
〇
五
五
二
の
六

一
号

〃

〃

〃

一
〇
五
五
二
の
六

二
号

〃

〃

〃

一
〇
五
五
二
の
六

三
号

〃

〃

〃

一
〇
五
五
二
の
六

四
号

〃

〃

三
ツ
葉
山

一
〇
五
五
〇

五
号

〃

〃

神

田

開

一
一
一
七
の
一

六
号

〃

〃

北

河

内

一
〇
九
八
の
一
地
先

七
号

〃

〃

山

ノ

下

一
〇
五
五
三
の
一

八
号

令
和
六
年
九
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
六
年
九
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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